
働き方改革関連法
第１部 শ時間労働のช正、

多様で柔軟な働き方の実現等
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社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 1111



本日の内容

社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 2

① 時間外労働の上限規制

② 月60時間超の時間外労働に対する割匲൛স厾

③ ফ次有給休暇の時季指定取得

④ フレックスタイム制のৄ卟し

⑤ 高২উটフख़ッ३ঙナル制২の創設

⑥ 労働基準法施ষ規則の改正

⑧ 産業医・産業保健機能の強化

⑩ 勤務間インターバル制২

⑦ 改正労働基準法の経過措置

⑨ শ時間労働者に対する医師による面接指導制২



１．主な改正事項の概要

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 3333



１－１．改正労働基準法の概要

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 4444

改正事項 該当条卽・施ষ期日

■時間外労働について、法上の
上限を設定する。

■月60時間を超える時間外労働に
係る割匲൛স厾（50％）について、
中小企業への猶予措置を廃止する。

■ফ10日以上のফ次有給休暇が付与
される労働者に対し、5日について
時季を指定して取得させなければ
ならないこととする。

■フレックスタイム制の清算期間の
上限を1箇月から3箇月にభশする。

■高২উটフख़ッ३ঙナル制২を
創設する。

第36条第2項ع第6項（新設）
2019ফ4月1日（中小：2020ফ4月1日）

附則第138条の削除
2023ফ4月1日

第39条第7項ع第8項（新設）
2019ফ4月1日

第32条の3第2項ع第4項、第32条の3の2(新設)
2019ফ4月1日

第41条の2（新設）
2019ফ4月1日



１－２．改正労働安全衛生法等の概要

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 5555

改正事項 該当条卽・施ষ期日

■事業者から、産業医に対しその業務を
適卲にষうために必要な情報を提供する
こととするなど、産業医・産業保健機能
の強化を図る。

■শ時間労働者に対する医師による面接
指導制২について、基準を強化するなど
する。

■労働時間の状況を、所定の方法により
把握しなければならないこととする。

■勤務間インターバル制২の導入に努め
なければならないこととする。

安衛法第13条第3項ع第6項
2019ফ4月1日（以下、同様）

安衛法第66条の8
安衛法第66条の8の2
安衛法第66条の8の4

安衛法第66条の8の3
安衛則第52条の7の3

労働時間等設定改善法第2条



社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 6

２．労働基準法の改正



２－１．時間外労働の上限規制①
【36協定事項の定めは、施ষ厶ಋからমಋष】

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 7777

改正前（労基法施ষ厶ಋ第16条） 改正後（労基法第36条第2項）

■時間外または休日の労働を
させる必要のある具体的事由

■業務の種類

■労働者の数

■1日および1日を超える一定の
期間についてのభশすることが
できる時間または労働させる
ことができる休日

■有効期間

■労働時間をభশし、または休日に労働させること
ができることとされる労働者の範囲
（「業務の種類」および「労働者数」）

■対象期間（労基法第36条の規定により労働時間
をభশし、または休日に労働させることができる
期間をいい、1ফ間に限るものとする。）

■労働時間をభশし、または休日に労働させること
ができる場合（事由）

■対象期間における1日、1箇月および1ফの
それझれの期間について労働時間をభশして労働
させることができる時間または労働させることが
できる休日の日数

■労働時間のభশおよび休日の労働を適正なものと
するために必要な事項としてௐ生労働匚ഥで定める
事項

■ 協定（労働協約による場合を除く。）の有効
期間の定め

■ భশ時間を定める1ফのକ算日
■ 労働時間をభশし、または休日に労働させる

場合であっても、1箇月100時間未満（休日労働
含む）かつ2箇月から6箇月までを平均して80時
間以内（同）であること。
↑協定届にチェックボックス ※チェックの無い協定は無効

■ 特別条項関係（事由、特別条項を適用する労働
者に対する健康および福祉確保措置、特別条項
用時の厎匲൛স厾、特別条項適用時のু勸）



２－２．時間外労働の上限規制②
【限২時間の定めも、卪示からমಋष】

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 8888

改正前（平成10ফ労働匚卪示第154号） 改正後（労基法第36条第3項、第4項、第5項、第6項）

＊括弧内の時間数は、対象期間が3箇月
を超える 1 ফ単位の厭労働時間制
の対象者の場合

■限২時間を超えて労働時間をభশ
しなければならない特別の事情が
生じたときに限り、限২時間を
超えた特別のభশができる特別条項
付き協定が可能。
■一定の適用除外を定める。

＊括弧内の時間数に
ついては同左。

■通常予ৄすることのできない業務の大்な
匲匎等にൣいಏ時的に限২時間を超えて労働
させる必要がある場合においては、1箇月のభশ
時間および法定休日労働時間（100時間未満）
ならびに1ফのభশ時間（720時間以下）を
定めることができる。※いわゆる「特別条項」

■法定労働時間を超えて労働させ、または法定
休日に労働させる場合には・・・
✓ 坑内労働等については、1日のభশ時間は2時間まで。
✓ 1箇月のభশ時間および法定休日労働時間の合計は、
100時間未満であること。

✓ 1箇月のభশ時間および法定休日労働時間は、2箇月
から6箇月までを平均して80時間以内であること。

■経過措置を設けた上で一定の適用除外を定める。

期間 限度時間

1週間 15時間（14時間）
2週間 27時間（25時間）
4週間 43時間（40時間）
1箇月 45時間（42時間）
2箇月 81時間（75時間）
3箇月 120時間（110時間）
1年 360時間（320時間）

期間 限度時間

1箇月 45時間（42時間）
1年 360時間（320時間）



２－３．時間外労働の上限規制③
【限২時間について、୦が厭ॎったのか】

✓ 労基法上の限২時間については、期間が1箇月と1ফの2つのみとなり、
36協定において定める限২時間についても、その期間は「1日」「1箇月」「1ফ」
に限定された。

✓ 特別条項を適用する場合、「1箇月のభশ時間および法定休日労働時間の合計は、
100時間未満」、「1ফのభশ時間は720時間以内」との法上の上限が設けられた。
なお、特別条項を適用できるのは、従来通り「1ফについて6箇月以内」である。

✓ 労働時間をభশし、または休日に労働させる場合であっても、 「1箇月のభশ時間
および法定休日労働時間の合計は、100時間未満」かつ「1箇月のభশ時間および
法定休日労働時間は、2箇月から6箇月までを平均して80時間以内」との法上の
上限が設けられ、違反した場合には罰則の対象とされた。

✓ 限২基準を定めていた労働匚告示では、限২時間の適用除外となる事業・業種を
定めていたところ、労基法に定めを移した上で、経過措置を設けつつ適用除外の
範囲の縮小をষっていくこととした。また、引き続き適用除外とする場合も、
健康確保措置を強化することとした。

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 9999



２－４．時間外労働の上限規制④
【法定休日と法定外休日】

法定休日・・・法上義務付けられている週1回または4週4日の休日
法定外休日・・法定休日を超える＋αの休日（週休2日制等の場合）
※週休2日制において土日のいずれが法定休日か？ ⇒就業規則の定め次第（定める義務はない）
（）就業規則に定めがない場合（厭休日制を఼用していない場合）

【法定休日労働のَ時間数ُもଵ৶が厧要に】

※ 月100h未満、複数月80h以内の算定においては、法定休日労働の時間数も合算する。

日 月 火 水 木 স 土

出 出 出 出 出 出 休

①日に出勤

法定休日（土）が確保できた

日 月 火 水 木 স 土

出 出 出 出 出

②土に出勤

法定休日（日）が確保できた

休

日 祝 火 水 木 স 土

出 出 出 出 出休

③土日に出勤（祝日あり）

法定休日（月(祝)）が確保できた

日 月 火 水 木 স 土

出 出 出 出 出 出

④1週すべて出勤

日曜に出勤したことによって、残す休日は土曜しかない。
その土曜に出勤したことで、法定休日に出勤したことになる。

出
法定休日に出勤した

出 出

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 10101010

日 月 火 水 木 স 土
法定休日労働 法定外休日労働

限২時間（月45h、ফ360h）の集計対象 従来、法定休日労働は、日数のみの管৶



２－５．時間外労働の上限規制⑤
【法定労働時間を超えて労働させる場合あるいは法定休日に労働させる場合には…】

＜労働基準法第36条第6項＞

かつ

【特別条項を適用する場合（時間外労働が月45時間を超える場合）には…】

＜労働基準法第36条第5項＞

かつ

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 11111111

「1箇月のభশ時間および法定休日労働時間の合計は、100時間未満」
（1箇月45時間を超えることができるのは、1ফについて6箇月以内）

「1ফのభশ時間は、720時間以内」 ※法定休日労働時間は含まず

「1箇月のభশ時間および法定休日労働時間の合計は、100時間未満」

「1箇月のభশ時間および法定休日労働時間は、2箇月から6箇月までを
平均して80時間以内」



社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 12

آফ間時間外360hத峘特別条項ুਢ峬ພ島峄峕ڃ

2箇月平均：75h

3箇月平均：76.6h

4箇月平均：77.5h

5箇月平均：71h

2箇月平均：80h以内

3箇月平均：80h以内

4箇月平均：80h以内

5箇月平均：80h以内

6箇月平均：80h以内

？h ？h
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←①過去の実績が要件を満たしてい①過去の実績が要件を満たしてい①過去の実績が要件を満たしてい①過去の実績が要件を満たしてい

るのかの確認るのかの確認るのかの確認るのかの確認

↓②過去の実績を踏まえて、将来可②過去の実績を踏まえて、将来可②過去の実績を踏まえて、将来可②過去の実績を踏まえて、将来可

能となる時間外・休日時間数の算出能となる時間外・休日時間数の算出能となる時間外・休日時間数の算出能となる時間外・休日時間数の算出

休日
20h

２－６．時間外労働の上限規制⑥
【2箇月から6箇月までを平均して80時間以内とは】



２－７．時間外労働の上限規制⑦

社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 13

【限২時間の適用がၠ匨または除外される事業・業務】

自動区卞転の業務 改正法施ষ5ফ後に、時間外労働の上限規制を適用。上限時間は、ফ960時間とし、
将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。

建設事業
改正法施ষ5ফ後に、一般則を適用（ただし、಼县時における୮೮・୮௪の事業に
ついては、1箇月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は適用しない。
この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に
規定。）。

医師
改正法施ষ5ফ後に、時間外労働の上限規制を適用。
具体的な上限時間等は匚ഥで定めることとし、医化の参匎による検討の場に
おいて、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結厱を得る。

ಧు勹勿およびబಐ勿
における砂糖製造業

改正法施ষ5ফ間は、1箇月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は
適用しない。（改正法施ষ5ফ後に、一般則を適用）

新技術・新商品等の
研究開発業務

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、
時間外労働の上限規制は適用しない。

※ 「３－４．শ時間労働者に対する医師による面接指導制২①」参照



２－８．時間外労働の上限規制⑧

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 14141414



２－９．時間外労働の上限規制⑨

社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 15



２－10．時間外労働の上限規制⑩

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 16161616



２－11．時間外労働の上限規制⑪
【指針の策定】

① 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきであること。
② 36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負うこと、また、労働時間がশくなるほど

過労死との関連性が強まることに使用者は意すること。
③ 時間外労働・休日労働をষう業務の区分を分化し、業務の範囲を明確にすること。
④ 36協定において限২時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、ಏ時的に

限২時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければならないことに
意すること。特別条項を定めるに当たっては、特別భশ時間をできる限り限২時間に卐づけるように
努めること。

⑤ 1箇月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間（※）を超えないように努めること。
※ 1週間：15時間 、2週間：27時間 、4週間：43時間

⑥ 休日労働の日数および時間数をできる限り少なくするよう努めること。
⑦ 限২時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保すること。
⑧ 限২時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限২時間を勘案し、健康・福祉を

確保するよう努めること。

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 17171717

改正前（労基法第36条第2項） 改正後（労基法第36条第7項）

ௐ生労働大෦は、労働時間のభশを適正なものとする
ため、前項の協定で定める労働時間のభশの限২、
当該労働時間のభশに係る割匲൛সの厾その他の必要な
事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他
の事情を考慮して基準を定めることができる。

ௐ生労働大෦は、労働時間のభশ及び休日の労働を適正
なものとするため、第1項の協定で定める労働時間のభশ
及び休日の労働について意すべき事項、当該労働時間
のభশに係る割匲൛সの厾その他の必要な事項について、
労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を
考慮して指針を定めることができる。



２－12．時間外労働の上限規制⑫
【限২時間を超えて労働させる労働者に対する健康および福祉を確保するための措置】

「労使当事者は、限২時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保する
ための措置について、次にൕऑるもののうちから協定することが望ましいことに意
しなければならない。

１ 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
２ 法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について

一定回数以内とすること。
３ 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
４ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を

付与すること。
５ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
６ ফ次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を

促進すること。
７ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
８ 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適卲な部署に

配置転換をすること。
９ 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による

保健指導を受けさせること。」 （指針第8条）
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36協定届（特別条項）において、該当する番号および具体的内容を記載する。また、措置の実施状況に
関する記録を、36協定の有効期間中および当該有効期間の満വ後3ফ間保存しなければならない。

特別条項適用時
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２－13．月60時間超の時間外労働に対する割匲൛স厾

（※）中小事業主の範囲

✓ 適用ၠ匨措置の厖വ（2023ফ3月31日）に向けて・・・
① 1箇月の起算日の確認（特に定めがないときは、൛স計算期間の初日）
② 法定休日（3割5分以上の割匲൛স厾の対象となる休日）の確認
③ 関連規程・様式（労働条件通知書等）の確認

2008ফ改正労基法（2010ফ4月1日施ষ）では・・・

① 使用者は、時間外労働が1箇月60時間を超えた場合、5割以上の厾で計算した割匲൛সを
支払わなければならない（労基法第37条第1項但し書き）。

② 中小事業主（※）については、当分の間、①の規定は適用しない。

業種
資মসの額

または出資の総額
常時使用する

労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他 3億円以下 300人以下

または
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２－14．ফ次有給休暇の時季指定取得①
【使用者による時季指定付与の対象者】
＜原則＞ ফ10日以上のফ次有給休暇が付与される者（管৶監督者を含む）に対して、ফ休の日数の

うちফ5日について時季を指定して取得させる（半日単位も可、0.5日分として扱う）。
＜外＞ 労働者自らの申し出または計画的付与によって取得した日数分（半日単位も含む、0.5日

分として扱う）は、使用者による時季指定の取得を要しない。

※ 労働者の申し出、計画的付与または使用者の時季指定によりফ休を与えたときは、時季、日数
および基準日（第一基準日および第二基準日を含む。）を労働者ごとに明らかにした書類（ফ次
有給休暇管৶）を作成し、当該ফ休を与えた期間中および当該期間の終വ後3ফ間保ோする。

労働基準法施ষ規則第24条の6
※「意ৄ聴取」は義務、「尊重」は努ৡ義務

労働基準法施ষ規則第24条の7
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２－15．ফ次有給休暇の時季指定取得②
【使用者による時季指定の期限】
＜原則＞ 「基準日」から1ফ以内 ※「基準日」…労働基準法上のফ休付与日
＜外＞ 基準日よりも前にফ休を付与する場合（下図参照）

（１）10労働日以上のফ休を前しで付与する場合

（２）付与期間に重複が生じる場合の特

၎ষ期間

၎ষ期間の月数を12で除した数に5を
乗じた日数について、当該၎ষ期間中
に時季指定によって与えることも可。

＊左図のでは・・・
၎ষ期間(18箇月) ÷ 12 × 5 = 7.5日



２－16．ফ次有給休暇の時季指定取得③
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（３）第一基準日から1ফ以内の期間または၎ষ期間が経過した場合

その経過した日から1ফ
ごとに区分した各期間
（最後に1ফ未満の期間
を生じたときは、当該
期間）の初日を基準日と
みなす。

（４）ফ休の一部を基準日より前の日から与える場合
ফ休のうち10労働日未満の日数に
ついて基準日以前の日（特定日）
に与える場合であって、特定日が
複数あるときは、当該10労働日未
満の日数が合わせて10労働日以上
になる日までの間の特定日のうち
最も遅い日を第一基準日とみなす。
また、この場合、第一基準日とみ
なされた日より前に労働者自らの
申し出または計画的付与により与
えたফ休の日数分は、使用者によ
る時季指定の取得を要しない。
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２－17．フレックスタイム制のৄ卟し①
【清算期間の上限拡大】
改正前（労基法第32条の3） 改正後（同条に第2項、第4項を追加）

■導入に際し、過半数労組（ない
ときは過半数代表者）と労使協定
を締結。労働基準監督署への
届け出は勘要。
■清算期間は最শ1箇月。
■清算期間を平均し1週間当たり
の労働時間が40時間以内であれば、
1週40時間、1日8時間を超えて
労働させる（割匲൛স勘要）こと
ができる。
■清算期間における法定労働時間
の総枠（40時間×清算期間の暦日
数÷7）を超えて労働した時間に
ついては、割匲൛সの支払が必要。

■導入に際し、過半数労組（ないときは過半数代表者）と労使協定を締結。
清算期間が1箇月以内であれば労働基準監督署への届け出は勘要だが、
1箇月超の場合には届け出が必要（※罰則あり）。
■清算期間は最শ3箇月。
■清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間以内であれば、1週40時間、
1日8時間を超えて労働させる（割匲൛স勘要）ことができる。
ただし、清算期間が1箇月超のときは、清算期間をその開始の日以後1箇月ごと
に区分した各期間について、1週間当たりの労働時間が50時間以内であること。
■清算期間における法定労働時間の総枠（40時間×清算期間の暦日数÷7）を
超えて労働した時間については、割匲൛সの支払が必要。
【清算期間が1箇月超の場合①】
■1箇月における労働時間が、1週間当たり50時間（50時間×1箇月の暦日数
÷7）を超えて労働した時間について、1箇月ごとに割匲൛সを算定して支払う。
また、清算期間全体における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
（40時間×清算期間の暦日数÷7、1週間当たり50時間超の割匲൛সの対象と
なった時間を除く。）について、清算期間終വ時に割匲൛সの支払が必要。
【清算期間が1箇月超の場合②】
■清算期間が1箇月超の場合であって、フレックスタイム制により労働させた
期間が当該清算期間よりも短い者については、実労働時間からใに割匲൛সを
支払った時間（労基法第33条、第36条第1項の規定により時間外・休日労働
させた時間）および次の算式によって計算した時間を減じて得た時間について、
割匲൛সの支払が必要。

40時間×実労働期間の暦日数÷7



２－18．フレックスタイム制のৄ卟し②
【清算期間が1箇月超の場合の厎匲൛স】
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＜ステップ1（1箇月単位）＞ ＜ステップ2（清算期間単位）＞
週平均50時間超の労働時間について割匲൛স支給 週平均40時間超の労働時間について割匲൛স支給

【ケース①】 【ケース②】
【ケース①】

4月:214.2h 5月:221.4h   6月:214.2h
  ※ 各月の上限 … 50h × 暦日数 ／ 7

【ケース②】

   ※ 3箇月:520.0h   ※ 3箇月:520.0h
4月:214.2h 5月:221.4h   6月:214.2h    ※ 清算期間の上限 … 40h × 暦日数 ／ 7

計511.4h

⇒超過なし

175h 175h
175h

221.4h

175h

51.4h超過

230h

8.6h超過

4月

5月

6月

145h 145h
230h

8.6h超過

145h

221.4h

145h4月

5月

6月

計571.4h
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２－19．フレックスタイム制のৄ卟し③
【完全週休2日勧の場合の清算期間における労働時間の限২】

＜労働基準法第32条の3第3項＞

フレックスタイム制を適用する場合、曜日のめぐり次第では1日8時間相当の労働でも
清算期間における法定労働時間の総枠を超え得る。

（）暦日数30日の月で所定労働日が22日（標準となる1日の労働時間は8時間）
法定労働時間：171時間（40時間×30÷7）＜ 所定労働時間：176時間（22×8）

完全週休2日制のもとで働く労働者（1週間の所定労働日数が5日の労働者）について、
労使協定により、所定労働日数に8時間を乗じた時間数を清算期間における法定労働
時間の総枠とすることができるようにした。
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２－20．高২উটフख़ッ३ঙナル制২の創設
【ৈ২プটইェッ३ঙॼル勧২の要】

ⅰ．対象業務
 高২の௧的知等を必要とし、その性ସ上従事した時間と
 従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるもの
 として匚ഥで定める業務

ⅱ．対象労働者
 ①書面等による合意に基づき、職務の範囲が明確に定められて
  いること
   ②ీ৺上支払いがৄ匸まれる൛সの額を1ফ間当たりに
  換算した額が、労働者の平均給与額の3を相当程২上回る
  水準として匚ഥで定める額以上であること

ⓢ．健康管৶時間（対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外
 において労働した時間との合計）の把握措置

ⓣ．ফ104日以上かつ4週4日以上の休日確保

 ⅴ．対象労働者に次のいずれかの措置を講じること
  ・勤務間インターバルの確保かつ深夜業の回数制限
  ・健康管৶時間の1箇月または3箇月単位での上限規制
  ・ফ1回以上の継続2週間の休日付与
  ・匚ഥで定める要件に該当する労働者への健康診断の実施

 ⓥ．対象労働者の健康管৶時間の状況に応じた健康および
  福祉を確保するための措置を講じること（匚ഥで定める
  措置から選択）

 ⅶ．対象労働者の同意の撤回に関する手続き

 ⓧ．ౙ情叀৶の措置を講じること

 ⓨ．勘同意の対象労働者に対する勘匏இ取扱いのర止

 ⓩ．その他匚ഥで定める事項

以下の事項に関し、労使委員会において5分の4以上の多数ৠ৮をし、かつ、当該ৠ৮を労働基準監督署শに届け出た場合において、「ⅱ．対象
労働者」であって書面等によりその同意を得たものを対象業務に就かせたときは、労働時間、休憩、休日および深夜の割匲൛সに関する規定を
対象労働者に適用しないことができる（※ⓢعⅴまでの措置のいずれをも講じていることが前提）。



２－21．労働基準法施ষ規則の改正
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【労働基準法第15条に基づく労働条件明示に関する改正】

■ 「労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と౮なるものとしては
ならない」旨を規定。（労基法施ষ規則第5条第2項）

■ 労働条件の書面明示について、FAXまたは電子メール等によることを労働者が
希望した場合には、当該方法とすることができる。（同条第4項）

【過半数代表者の要件等に関する改正】

■ 「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」を、過半数代表者の要件と
して規定。（労基法施ষ規則第6条の2第1項第2号）

■ 「使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円ෟにຄষする
ことができるよう必要な配慮をষわなければならない」旨を規定。（同条第4項）



２－22．改正労働基準法の経過措置
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【36協定に関する経過措置】
■ 新労基法第36条の規定は、2019ফ4月1日以後の期間のみを定めている36協定について適用する。
■ 2019ফ3月31日を含む期間を定めている36協定については、当該協定に定める期間の初日から

起算して1ফを経過する日までの間については、なお従前のによることとし、改正前の労基法
第36条、同法施ষ規則および限২基準告示等が適用される。

■ 中小事業主（18頁参照）に係る36協定については、2020ফ4月1日から新労基法第36条の規定を
適用する。

■ 2020ফ3月31日を含む期間を定めている36協定については、当該協定に定める期間の初日から
起算して1ফを経過する日までの間については、なお従前のによることとし、改正前の労基法
第36条、同法施ষ規則および限২基準告示等が適用される。

■ 2020ফ3月31日を含む期間を定める36協定をする労使当事者は、当該協定をするに当たり、
新労基法第36条第1項から第5項までの規定により当該協定に定める労働時間をభশさせ、または
休日において労働させることができる時間数を勘案して協定をするように努めなければならない。

■ ষ厑厘は、当分の間、中小事業主に対し新労基法第36条第9項の助言および指導をষうに
当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情を
踏まえてষうよう配慮する。

【ফ休の時季指定に関する経過措置】
■ 4月1日以外の日が基準日（ফ休を法定の基準日より前の日から与えることとした場合はその日）で

ある労働者に係るফ休については、2019ফ4月1日後の最初の基準日の前日までの間は、改正前の
労基法第39条が適用される。



３．労働安全衛生法等の改正
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３－１．産業医・産業保健機能の強化①
【産業医の活動環境の整備】

（１）役割の明確化

■「産業医は、労働者の健康管৶等をষうのに必要な医৾に関する知に基づいて、
ย実にその職務をষわなければならない」旨を規定。（安衛法第13条第3項）

■産業医を選任した事業者は、以下の事項を常時各作業場のৄやすい場所にൕ示し、
または備え付けるなどすることで労働者に周知させなければならない。

（安衛法第101条第2項）

・ 産業医の業務の具体的な内容

・ 産業医に対する健康相談の申出の方法

・ 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 30303030



３－２．産業医・産業保健機能の強化②
（２）産業医への情報提供等

■ 産業医を選任した事業者は、以下の情報を産業医に提供しなければならない。
（安衛法第13条第4項）

・ 健康診断結果に対する医師の意ৄ、শ時間労働者または高ストレス者
に対する面接指導に基づく医師の意ৄを勘案してใに講じた措置または
講じようとする措置の内容に関する情報（これらの措置を講じない場合
にあっては、その旨およびその৶由）

※ 意ৄ聴取をষった後、遅なく提供

・ 一般の労働者、新技術・新商品等の研究開発業務に係る1週間当たり
40時間を超えて労働させた時間が1箇月当たり80時間を超えた労働者の
氏名および当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報

※ 超えた時間の算定をষった後、速やかに提供

・ その他、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の
健康管৶等を適卲にষうために必要と認めるもの

※ 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 31313131



３－３．産業医・産業保健機能の強化③

社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 32

（３）権限の強化

産業医は、「労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に
対し、労働者の健康管৶等について必要な勧告をする」権限を有しているところ

（改正前の安衛法第13条第3項）、「事業者は、当該勧告を尊重しなければならない」
旨が規定された（改正後の安衛法第13条第5項）。ただし、産業医は「勧告をしよう
とするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意ৄを求める」
旨も規定された（安衛則第14条の3第1項）。

また、当該勧告を受けたときは、事業者は以下の事項を衛生委員会または安全衛生
委員会に報告しなければならない（安衛法第13条第6項、安衛則第14条の3第4項）。

・ 当該勧告の内容
・ 当該勧告を踏まえて講じた措置または講じようとする措置の内容

（措置を講じない場合にあっては、その旨およびその৶由）

（４）事業者の管৶義務等

事業者が安衛法（関連規則を含む）に基づく健康情報等を収集・保管・使用するに
際しては、「労働者の健康の確保に必要な範囲内」でষう（ただし、ম人の同意が
ある場合その他正当な事由がある場合を除く）ことを規定。（安衛法第104条）



３－４．শ時間労働者に対する医師による面接指導制২①
【医師による面接指導の実施要件に係る改正】

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 33333333

改正前 改正後

休憩時間を除き1週間当たり40時間を
超えて労働させた場合におけるその
超えた時間が1月当たり100時間を超え、
かつ疲労の蓄積が認められる者・・・
（安衛則第52条の2第1項）

事業者は、第1項の超えた時間の算定を
ষったときは、速やかに、同項の超え
た時間が1月当たり100時間を 超えた
労働者の氏名及び当該労働者に係る超
えた時間に関する情報を 産業医に提
供しなければならない。
（安衛則第52条の2第3項）

休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が
認められる者・・・

上記要件に該当する労働者の申出により面接指導をষう（改正前と同様）

【新たな面接指導の要件①】
新技術・新商品等の研究開発業務に従事する者であって、休憩時間を除き
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が
1月当たり100時間を超えた者 ※労働者の申出を要件としていない
（安衛法第66条の8の2、安衛則第第52条の7の2）

【新たな面接指導の要件②】
高২উটフख़ッ३ঙナル制২の対象者であって、健康管৶時間（事業場内
にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間）について、
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が
1月当たり100時間を超えた者 ※労働者の申出を要件としていない
（安衛法第66条の8の4）

事業者は、第1項の超えた時間の算定をষったときは、速やかに、同項の
超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る
当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
※この通知は、上記【新たな面接指導の要件①・②】に該当する労働者を
除き、管৶監督者やみなし労働時間制が適用される労働者を含め、全ての
労働者に適用される。



３－５．শ時間労働者に対する医師による面接指導制২②
【医師による面接指導の事後措置に係る改正】

事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置
について、面接指導がষわれた後遅なく、医師の意ৄを聴かなければならない。

医師の意ৄを勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、
以下の措置を講ずるほか、当該医師の意ৄの衛生委員会もしくは安全衛生委員会または
労働時間等設定改善委員会への報告その他の適卲な措置を講じなければならない。

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 34343434

区分 措置の内容

一般の労働者 就業場所の厭ಌ、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の
回数の減少等

新技術・新商品等の
研究開発業務

就業場所の厭ಌ、職務内容の厭ಌ、有給休暇（労働基準法
第39条の規定による有給休暇を除く。）の付与、労働時間の
短縮、深夜業の回数の減少等

高২উটフख़ッ३ঙナル
制২の対象者

職務内容の厭ಌ、有給休暇（労働基準法第39条の規定による
有給休暇を除く。）の付与、健康管৶時間が短縮されるための
配慮等



３－６．শ時間労働者に対する医師による面接指導制২③
【労働時間の状況を把握する義務の新設】

＜労働安全衛生法第66条の8の3、労働安全衛生規則第52条の7の3＞

事業者は、শ時間労働者に対する医師による面接指導を実施するため、所定の方法に
よって労働者 （高২উটフख़ッ३ঙナル制২の対象者を除く。）の労働時間の状況を
把握しなければならない。

また、事業者は、把握した労働時間の状況の記録を作成し、3ফ間保ோするための
必要な措置を講じなければならない。

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 35353535

〔把握の方法〕
タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の
記録等の客観的な方法その他の適卲な方法

「なお、新安衛則第52条の7の3第1項に規定するタイムカードによる記録等のほか、客観的な
方法その他の適卲な方法の具体的な内容については、労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関するガイドライン（平成29ফ1月20日策定）を参考に、追って通知する予定
であること。」（「働き方改革を進するための関係法の整備に関する法による改正後の
労働安全衛生法及びじ॒ཡ法の施ষ等について」（基発0907第2号 平成30ফ9月7日））



３－７．勤務間インターバル制২①
【労働時間等設定改善法の改正】

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 36363636

改正前 改正後

＜第2条第1項＞
事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の
設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた
労働者の始業及び終業の時刻の設定、ফ次有給
休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な
措置を講ずるように努めなければならない。

＜第2条第4項＞
事業主は、他の事業主との取引をষう場合に
おいて、当該他の事業主の講ずる労働時間等の
設定の改善に関する措置の円ෟな実施を༛县する
こととなる取引条件を付けない等取引上必要な
配慮をするように努めなければならない。

＜第2条第1項＞
事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の
設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた
労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び
福祉を確保するために必要な終業から始業までの
時間の設定、ফ次有給休暇を取得しやすい環境の
整備その他の必要な措置を講ずるように努め
なければならない。

＜第2条第4項＞
事業主は、他の事業主との取引をষう場合に
おいて、著しく短い期限の設定及び発注の内容の
ᄄ繁な厭ಌをষわないこと、当該他の事業主の
講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の
円ෟな実施を༛县することとなる取引条件を
付けないこと等取引上必要な配慮をするように
努めなければならない。



３－８．勤務間インターバル制২②

社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 37

【勤務間インターバルの考え方】
望ましいインターバルとしては、911ع時間が一つの目安。

9：00－18：00が所定労働時間だとして、日々4時間の残業をした場合、
終業が22時となるため翌日の始業まで11時間。

月の所定労働時間が20日だとすると、4時間×20日＝80時間が月の残業時間となり、
過労死基準と合致するという計算。

勧২を設匧する上での匴ୈ事項

① 対象者の範囲
② インターバルの設定時間数（通勤など移動時間を含むか否か）
③ 翌日の始業時刻を超えた場合の翌日の就業時間の取り扱い
④ ③の場合の൛সの取り扱い
⑤ 突発的な事態が発生した場合の対応
⑥ 就業規則での定め（強制ৡを持たせるか否か）



ご清聴ありがとうございました。

社会社会社会社会保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人保険労務士法人 大野事務所大野事務所大野事務所大野事務所 38383838


